
（２）施策評価

ア　実施状況

①　対象

②　実施時期

③　評価に用いたデータ等

④　評価に用いた観点及び判定基準

Ａ：必要性が極めて高い

Ｂ：必要性が認められる

Ｃ：必要性が低い

Ａ：治安維持上の有効性が極めて高い

Ｂ：治安維持上の有効性が認められる

Ｃ：治安維持上の有効性が低い

Ａ：緊急性が極めて高い

Ｂ：緊急性が認められる

Ｃ：緊急性が低い

総合評価の判定基準

Ａ：着実に推進

Ｂ：改善を図りながら推進

Ｃ：見直しが必要

緊急性 　治安情勢を踏まえた緊急性

総合評価の内容 判定基準

  上記観点からの評価結果を基本に、施策の今後
の推進方向について総合的に評価

観点 観点の内容 判定基準

必要性
　治安情勢や県民の要望等を踏まえた
　必要性

有効性 　治安維持上の有効性

　　「令和３年秋田県警察運営の基本方針と重点目標」の「推進事項」にある実施項目のうち、予算措
　置をして行う事業を伴う事項

  ○評価件数　　　７件

　施策所管部長による評価　　令和４年６月

　○施策の推進状況

　○施策を取り巻く治安情勢
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1 Ａ Ａ Ａ

Ａ
着
実
に
推
進

2 Ａ Ａ Ａ

Ａ
着
実
に
推
進

3 Ａ Ｂ Ａ

Ａ
着
実
に
推
進

1
犯罪の起きに
くい社会づく
りの推進

治安情勢に即した
犯罪抑止対策の推
進

　地域の犯罪情勢を多角的に分析した上で、重点的
に抑止すべき罪種や犯罪抑止計画を策定し、防犯団
体等と連携・協働した広報啓発や情報発信を推進し
たほか、犯罪の多発する地域に街頭防犯カメラを設
置した結果、犯罪の総量抑止が図られ、検挙率も高
水準で推移するなど、本施策は着実に推進されてい
る。
　一方で、全国的に子供が被害者となる凶悪事件が
発生しており、当県においても子供や女性に対する
声掛け等の事案が高水準で発生しているほか、特殊
詐欺被害が増加傾向にあるなど、真に安全・安心を
感じるには至っていない状況にあるため、引き続き
治安情勢に即した犯罪抑止対策を効果的に推進する
必要がある。

「秋田県地域安全
ネットワーク」の
活性化及びこれと
連携した地域安全
活動の推進

　地域住民と連携した活動を継続して推進した結
果、各地区で開催された地域安全ネットワーク推進
交流会では、警察からの情報提供にとどまらず、地
域住民からの情報提供により、地域が抱える問題が
把握され、地域の実情に即した警察活動が行われて
いる。また、自主防犯団体に対する情報提供のほ
か、学校や事業所などへの各種訓練を通じて防犯意
識の高揚を図り、自主防犯活動の活発化に対する支
援を行っている。
　特殊詐欺被害防止に関しても被害の認知件数が増
加しているものの、店員の声掛けによる阻止事案も
増加しており、施策の効果が表れている。
　これらの活動を通じて、本施策は着実に浸透しつ
つあるが、犯罪の起きにくい社会の実現に向け、更
なるネットワークを構築し、今後も地域住民等と連
携・協働して、治安情勢に即した活動を推進してい
く必要がある。

少年非行防止・保
護総合対策の推進

　警察職員が児童・生徒に直接的な指導を行う非
行・犯罪被害防止教室は、情勢等に合わせた内容で
実施しており、その手法もなまはげＮＥＷＳ隊の活
用、寸劇やロールプレイングを用いるなど教育効果
が高く、学校や保護者会から継続を望まれている。
　あわせて、大学生による少年の立ち直り支援活
動、少年指導委員による有害環境浄化活動、スクー
ルサポーターによる学校や地域と連携した各種活動
等事業により、少年非行防止・保護総合対策を可能
な限り推進した。令和３年中の県内における非行少
年数は120人、少年人口比は1.24人と前年に比べ増
加したものの、全国でトップクラスの数値を維持し
ており、今後も継続していく必要がある。

政　策　名 施　策　名

評価結果

評価結果の反映状況必
要
性

有
効
性

緊
急
性

総
合
評
価

イ　施策評価結果の概要及び評価結果の反映状況
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6 Ａ Ａ Ａ
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3 7 Ａ Ａ Ａ

Ａ
着
実
に
推
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被害者支援の
推進

被害者の視点に
立った警察活動の
推進

　「秋田県犯罪被害者等支援条例」に基づき、県全
体で犯罪被害者支援施策が推進される中において、
犯罪被害者等のニーズに応じた支援を適切に推進
し、犯罪被害者等の精神的・経済的負担を軽減する
とともに、犯罪被害者等への理解を深める広報啓発
活動を積極的に実施し、地域社会全体で犯罪被害者
等を支える気運の醸成を図るなど、犯罪被害者支援
施策の着実な推進が認められる。

2
交通死亡事故
の抑止

高齢者対策を最重
点とする総合的な
交通事故防止対策
の推進

　高齢者歩行者対策に有効な高齢者安全・安心アド
バイザーの戸別訪問指導による安全教育のほか、参
加・体験・実践型の交通安全講習、運転免許の自主
返納制度の周知等を行うなど、高齢者対策を最重点
とする総合的な交通事故防止対策を推進し、第11次
秋田県交通安全計画の目標である年間の死者数27人
以下、重傷者数200人以下という目標の達成に向け
取り組んだ。

交通事故抑止に資
する交通指導取締
りの推進

　県民からの取締り要望が多く、重大交通事故に直
結する悪質性の高い違反に重点を置いた指導取締り
を交通取締資機材等を効果的に活用し実施した。
　各種交通事故抑止対策と連動し、交通指導取締り
活動を推進した結果、前年と比較して人身交通事故
件数、死者数、負傷者数とも減少した。また、街頭
で活動する警察官の受傷事故防止資機材の継続的な
整備を行う必要が認められる。

安全で快適な交通
環境の整備

　限られた財源の中で、計画的かつ効果的な交通安
全施設の拡充、整備を進めており、交通事故防止と
交通の円滑化に効果が認められる。
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